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春日部中央総合病院居宅介護支援事業所重要事項説明書 

〈令和 7 年  8 月 1 日現在〉 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称   医療法人財団 明理会 

代表者役職・氏名     理事長 中村 哲也 

法人所在地 電話番号   東京都板橋区本町 36-3 03-5943-2411 

 

２．春日部中央総合病院居宅介護支援事業所の概要 

(1）事業所の名称等 

名称 春日部中央総合病院居宅介護支援事業所 

所在地 埼玉県春日部市藤塚 250-132 

事業所番号 居宅介護支援 （ 1170603284 号） 

通常の事業の実施

地域 
春日部市、越谷市、松伏町 

(2）事業所の職員体制 

 

 

 

 

 

 

 

(3）営業日および営業時間、電話番号 

月曜日から土曜日 午前 8時 30 分 ～ 午後 5時 30 分（土曜日：8：30～12：30） 

    日曜日・祝祭日、12 月 30 日～1月 3日は休業 

    電話番号 048-733-7207     

     

３．居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

 

職種 業務内容 常勤  非常勤 計 

管理者     

主任介護支援専門員 

従業者と業務の管理   

居宅介護支援を兼務 
１名 

 
1 名 

介護支援専門員 居宅介護支援  3 名 1 名 5 名 

・利用者か

らのケアプ

ラン作成依

頼等に対す

る相談の受

付。 

 ・利用者宅を訪

問し解決すべき

課題の把握。  

使用する課題分

析票の種類は

MDS-HC 方式等と

する。 

    ・ケアプランの原案を作

成し、ｻｰﾋﾞｽ担当者会議

の開催。 

・ケアプランの説明、同

意。 

・作成したケアプランの

交付。 

 ・ケアプランの実施

状況の把握（モニタ

リング） 

・モニタリングに当

たり少なくとも１月

に１回の利用者宅訪

問。 
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４．居宅介護支援の利用料 

(1）基本利用料 

  要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるため原則として無料です。 

※ 介護保険料の滞納により保険給付金が当事業所に給付されない場合、要介護度に応じて下記 

の金額をお支払いただきます。 

      

（ 要介護 １・２ ） :11，316 円 （ 要介護 ３・４・５）:14，702 円 

             （1086 単位）            （1411 単位） 

(2）加算（要件を満たす場合に基本利用料に以下の料金が加算されます。） 

初回加算            3，126 円/月 （300 単位） 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 2，605 円/月 （250 単位）入院日   

入院時情報連携加算（Ⅱ） 2，084 円/月 （200 単位）入院翌日または翌々日 

退院・退所加算（Ⅰ）イ  ４，６８９円/月（450 単位）   

入院、入所中に職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法によ 

り 1回受けていること。 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 6，252 円/月（600 単位） 

入院、入所中に職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより 1回受け

ていること。 

退院・退所加算（Ⅱ）イ 6，252 円/月（600 単位）   

入院、入所中に職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法によ 

り 2回以上受けていること。 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ 7，815 円/月（750 単位） 

入院、入所中に職員から利用者に係る必要な情報の提供を 2回受けており、うち 1回はカ 

ンファレンスによること。 

退院・退所加算（Ⅲ）  9，378 円/月 （900 単位） 

入院、入所中に職員から利用者に係る必要な情報の提供を 3回以上受けており、うち 1回 

はカンファレンスによること。 

緊急時等居宅カンファレンス加算 2，084 円/月（200 単位） 

病院又は診療所の求めにより当該病院、診療所の医師又は看護師と共に利用者の居宅を訪 

問しカンファレンスを行い必要なサービスの利用に関する調整を行った場合 1月に 2回を 

限度。 

ターミナルケアマネジメント加算 4，168 円/月（400 単位） 

在宅で亡くなられた利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又 

はその家族の意向を把握した上で死亡日及び死亡前日 14 日以内に 2日以上、利用者・ 

家族の同意を得て居宅を訪問し利用者の心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービ 

ス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合。 

通院時情報連携加算 ５２１円/月（50 単位） 

医師・歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師・歯科医師に利用者の心身、生活環境の 

情報提供を行い、医師・歯科医師から利用者に関する必要な情報を受けた上で居宅サービ 

ス計画に記録した場合。 
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(3) 基準を満たした場合、市に届け出を行い算定する加算 

   特定事業所加算（Ⅰ）5，262 円/月（519 単位） 

  特定事業所加算（Ⅱ）4，386 円/月（421 単位） 

   特定事業所加算（Ⅲ）3，365 円/月（323 単位）   

特定事業所加算（Ａ）1，187 円/月（114 単位） 

特定事業所医療介護連携加算 1，302 円/月（125 単位） 

（１）（２）（３）は春日部市の地域区分（６級地）加算 10.42 円/単位を含む。 

 

５.交通費 

  通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員が

訪問するための交通費の実費が必要です。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事

業の実施地域を越えた地点から、片道１０キロ未満５００円、片道１０キロ以上１,０００円を

請求します。 

 

６.居宅介護支援に係る事業所の義務について 

(1）指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又は

その家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支

援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めます。 

(2）介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、そ

の他必要と認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況その他の利用者 の心身又は

生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治 の医師、歯科医

師又は薬剤師に提供します。 

(3）介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希

望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科 医師（以下

「主治の医師等」という。）の意見を求めます。その場合において、介護支援専門員は、居宅

サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師 等に交付します。  

(4）指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービ

ス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の居宅サー

ビス事業者等を紹介するよう求めること、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求める

ことができます。 

(5）指定居宅介護支援事業者は、前 6 月間に作成されたケアプランの総数のうち、訪問介護、

通所介護、福祉用具、地域密着通所介護（以下、「訪問介護等」）がそれぞれ位置付けられ

たケアプランの数が占める割合及び前 6 月間に当該居宅介護支援事業所において作成さ

れたケアプランに位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち同一のサービス事業所に

よって提供されたものが占める割合（上位 3 位）について説明を行います。 

 

７.定員上限の修正 

 ケアプランデーター連携システム活用、かつ、事務職員の配置を行った場合。 
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８.認知症に係る取り組みの公表 

 法人内、県や市などにおける研修の受講状況、取組状況について介護サービス情報公表制度におい 

て公表する。 

 

９.看取期における本人の意思の尊重 

 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取り 

組みを行う。 

 

１０.退院退所時のカンファレンスにおける福祉用具相談専門員の参加 

 

１１.質の高いケアマネジメントの推進 

ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から利用者に、前６か月間に作成したケアプラ 

ンにおける、訪問介護、通所介護、地域密着通所介護、福祉用具貸与の利用について説明する。 

・前期（3月 1日から 8月末日） ・後期（9月 1日から 2月末日） 

 

１２.ハラスメント対策 

     男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、 

ハラスメント対策に取り組む。法人、県、市等の研修への参加。 

 

１３.事業所の取り組み 

(1）災害、感染症対策の取り組み 

災害及び感染症の発生及び蔓延等に関する取り組み、法人内、県や市等が実施する研修会へ 

の参加。 

(2）業務継続に向けた取り組みの強化 

感染症や災害が発生した場合でも業務継続に向けた計画等の作成、研修の実施、訓練。 

(3）利用者の人権の擁護、虐待防止 

利用者の人権の擁護、虐待等の観点から、虐待の発生またはその再発を防止するための委員 

会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定める。 

(4）身体拘束等の適正化 

利用者又は利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘 

束等を行いません。身体拘束等を行う場合は、そのよう態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

１４.その他 

・料金が発生した場合の支払い方法 

料金が発生する場合、月ごとの清算とし毎月５日までに前月分の請求を致しますので、一週 

間以内にお支払い下さい。お支払いの方法は現金とし領収書を発行します。 
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１５.サービスの終了について 

(1）お客様のご都合でサービスを終了する場合  

文書、電話等でお申し出くださればいつでも解約できます。解約料はかかりません。 

(2）当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございま 

す。その場合は終了一ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業 

所をご紹介します。 

(3）自動終了の場合 

以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了致します。 

・利用者が介護保険施設への入所や医療機関に入院し、1 年以上経過した場合 

・利用者の要介護状態区分が要支援、もしくは非該当と認定された場合 

・お客様がお亡くなりになった場合 

(4）その他 

お客様やご家族等が当事業所の介護支援専門員に対して、本契約を継続しがたいほどの背 

信行為を行った場合は、文書で通知することにより即座にサービスを終了させていただく場 

合がございます。 

 

 

１６.当事業所の運営方針など 

(1) 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その能力に応じた自立し 

た日常生活を営むことができるよう援助を行います。 

(2) 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図 

り、総合的なサービスの提供に努めます。 

(3) 常にサービスの質の向上をめざし、内部、外部の研修参加を積極的に進めて参ります。 

 

 

１７.秘密の保持 

（1）介護支援専門員が業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業員である期 

間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約 

の内容とします。 

（2）利用者からあらかじめ同意を得ない限りサービス担当者会議等で個人情報を用いません。 

 

１８.苦情相談窓口 

・ 当事業所の介護支援専門員に関する相談や苦情については、次の窓口で承ります。    

     

相談窓口 

担当     管理者   渡邉 朱美 

電話番号   ０４８－７３３－７２０７               

受付時間   午前８時３０分から午後５時３０分まで 

       土曜日：８：３０～１２：３０ 

受付日    月曜日から土曜日まで     

      （ 日曜日、祝祭日、12 月 30 日～1月 3日は除く） 
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・ 公的機関においても苦情申し出ができます。 

相談先 春日部市役所介護保険課保険担当課  ０４８－７３６－１１１１（代） 

越谷市役所福祉部介護保険課     ０４８－９６３－９３０５（代） 

松伏町役場いきいき福祉課      ０４８－９９１－１８８６（代） 

埼玉県国民健康保険団体連合会    ０４８－８２４－２５６８（直） 

   

 [ 説明確認欄 ] 

      令和     年     月     日 

 

居宅介護支援の提供にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づき重要事項を説明致しました。 

               事業者 

                  名称  春日部中央総合病院居宅介護支援事業所 

                                   所在地 埼玉県春日部市藤塚 250-132 

 説明者 介護支援専門員 

 

                               氏名             

  

 

 私は、契約書及び本書面により事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を受けました。  

                
利用者 住所                           

 
 

                           氏名               

 

         (代理人) 住所                            

 

氏名                                                                    


